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単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 195 条第 1 項の規定に基づき単元株式数の変

更に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成 29 年 6 月 29 日に開催予定の第 157 回

定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に、株式併合に関する議案を付議すること

を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、上記の定款の一部変更及び株式併合は、いずれも、本定時株主総会において株式併合に

係る議案が承認可決されることを条件として、平成 29 年 10 月 1 日をもって効力を生じるもので

あります。 
  

記 
  
１．単元株式数の変更 

（１）変更の理由 

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成 30 年 10 月 1

日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を 100 株に集約することを目指し

ております。当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この

趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の 1,000 株から 100 株に変更

することといたしました。 

 
（２）変更の内容 

普通株式の単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。 

  
（３）変更予定日 

平成 29 年 10 月 1 日 

  
（４）変更の条件 

本定時株主総会において、下記「２．株式併合」に関する議案が承認可決されることを

条件といたします。 

 
 

２．株式併合 

（１）株式併合の目的 

上記「１．単元株式数の変更」に記載のとおり、当社株式の単元株式数を変更するにあ

たり、証券取引所が望ましいとしている投資単位（5 万円以上 50 万円未満）の水準にする

とともに、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目

的として、当社株式について、５株を１株に併合する株式併合（以下「本株式併合」とい

います。）を実施することといたしました。 
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（２）併合の内容 

①  併合する株式の種類  

普通株式 

 
②  併合の方法・割合 

  平成 29 年 10 月 1 日をもって、同年 9 月 30 日（実質上 9 月 29 日）の 終の株主名簿

に記載された株主様の所有株式について、５株を１株の割合で併合いたします。 

 
③  併合により減少する株式数 

併合前の発行済株式総数（平成 29 年 3 月 31 日現在） 1,146,752,860 株

併合により減少する株式数 917,402,288 株

併合後の発行済株式総数 229,350,572 株

「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済

株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値であります。 

 
（３）株式併合による影響等 

    本株式併合により、発行済株式総数が５分の１に減少することとなりますが、純資産等

は変動しないことから、１株当たり純資産額は５倍となり、株式市況変動等の他の要因を

除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。 

 
（４）併合により減少する株主数 

平成 29 年 3 月 31 日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は次のとおりです。 

 株主数（割合） 所有株式数（割合） 

５株未満   529 名（  0.6%） 824 株（  0.0%）

５株以上 87,793 名（ 99.4%） 1,146,752,036 株（100.0%）

総株主 88,322 名（100.0%） 1,146,752,860 株（100.0%）

（注）所有株式数が５株未満の株主様は、本株式併合により当社株主としての地位を失

うことになります。 

なお、単元未満株式を所有される株主様は、株式併合の効力発生前日までは、会

社法第 194 条第 1 項及び当社定款第 10 条の規定に基づき、ご所有の単元未満株式の

数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すよう当社に対して請求することが

できるとともに、同法第 192 条第 1 項の規定に基づき、単元未満株式を買い取るよ

う当社に対して請求することも可能です。具体的なお手続きは、各株主様が取引さ

れている証券会社又は当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。 

 
（５）１株未満の端数が生じる場合の処理 

  本株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 235 条の定めに基

づきこれを一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、その端数の

割合に応じてお支払いいたします。 

 
（６）効力発生日における発行可能株式総数 

   本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、

本株式併合の効力発生日（平成 29 年 10 月 1 日）をもって、株式併合の割合と同じ割合（５

分の１）で発行可能株式総数を減少いたします。 

変更前の発行可能株式総数 変更後の発行可能株式総数（平成29年 10月 1日付）

2,200,000,000 株 440,000,000 株
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（７）株式併合の条件 

  本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といた

します。 

 
 

３．定款一部変更 

（１）変更の理由 

上記「１．単元株式数の変更」に記載のとおり、単元株式数を 1,000 株から 100 株に

変更するため、現行定款第８条（単元株式数）を変更するとともに、上記「２．株式併合」

に記載の本株式併合を実施し、併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、

現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更いたします。 

なお、この定款変更は、会社法第 182 条第 2 項及び第 195 条第 1 項の規定に基づき、株

主総会の決議によることなく行います。 
 

（２）変更の内容 

平成 29 年 10 月 1 日をもって、定款の内容を次のとおり変更いたします。 

（下線は変更部分） 

現    行    定    款 変     更     案 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は

22 億株とする。 

（単元株式数） 

第８条  当会社の単元株式数は 

1,000 株 とする。 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は

4 億 4 千万株とする。 

（単元株式数） 

第８条  当会社の単元株式数は 

100 株とする。 

 
（３）変更の条件 

本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といた

します。 
 
 
４．単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更の日程 

取締役会決議日 平成 29 年 5 月 12 日 

定時株主総会決議日 平成 29 年 6 月 29 日（予定） 

単元株式数の変更の効力発生日 平成 29 年 10 月 1 日（予定） 

株式併合の効力発生日 平成 29 年 10 月 1 日（予定） 

定款一部変更の効力発生日 平成 29 年 10 月 1 日（予定） 

（ご参考） 

上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成 29 年 10 月 1 日を

予定しておりますが、株式売買後の振替手続きの関係により、東京証券取引所及び名古

屋証券取引所における売買単位が 1,000 株から 100 株に変更される日は、平成 29 年 9

月 27 日となります。 

 

以  上 

【添付資料】 
  
（ご参考）単元株式数の変更及び株式併合に関するＱ＆Ａ 
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（ご参考） 

 

単元株式数の変更及び株式併合に関するＱ＆Ａ 

 
Ｑ１．単元株式数の変更とはどのようなことですか。 

 
単元株式数の変更とは、株主総会における議決権の単位及び証券取引所における売買の

単位となる株式数を変更することです。今回当社では、単元株式数を 1,000 株から 100 株

に変更いたします。 

 
Ｑ２．株式併合とはどのようなことですか。 

 
株式併合とは、複数の株式を合わせて、それより少数の株式とすることです。 今回、当

社では、５株を１株に併合いたします。 
 
Ｑ３．単元株式数変更、株式併合の目的は何ですか。 

 
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、投資家の利便性向上

のため、国内上場会社の普通株式の売買単位を 100 株に統一することを目指しております。 

当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重

し、当社株式の売買単位（単元株式数）を現在の 1,000 株から 100 株へ変更することとい

たしました。あわせて、投資単位（１単元株式の購入金額）について、証券取引所が望ま

しいとしている水準（5万円以上 50 万円未満）とするとともに、中長期的な株価変動を勘

案しつつ、適切な水準に調整することを目的として、株式併合（５株を１株に併合）を実

施いたします。 

 

Ｑ４．株式併合によって所有株式数が減少しますが、資産価値に影響を与えないのですか。 

 
株式併合を実施しても、その前後で会社の資産や資本が変わることはありませんので、

株式市況変動等の要因を除けば、株主様が所有する当社株式の資産価値が変わることはあ

りません。株式併合後においては、株主様が所有する当社株式数は株式併合前の５分の１

となりますが、逆に１株当たりの資産価値は５倍となります。また、株価につきましても、

理論上は、株式併合前の５倍となります。 
 
Ｑ５．受け取る配当金額への影響はありますか。 

 
株主様が所有する当社株式数は株式併合により５分の１となりますが、株式併合の効力

発生後に、併合割合（５株を１株に併合）を勘案して、１株当たりの配当金を設定させて

いただく予定ですので、業績変動その他の要因を除けば、株式併合それ自体を理由として

受取配当金の総額が変動することはありません。ただし、株式併合により生じた端数株式

（１株に満たない株式）につきましては、当該端数株式に係る配当は生じません。 
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Ｑ６．所有株式数や議決権数はどうなりますか。 

 
株式併合後に株主様が所有される株式数は、平成 29 年 9 月 30 日（実質上平成 29 年 9

月 29 日）の 終の株主名簿に記録された株式数に５分の１を乗じた株式数（１株に満たな

い端数がある場合は、これを切り捨てます。）となります。また、議決権数は併合後のご所

有株式数 100 株につき１個となります。 

具体的には、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日前後で、株主様のご所有株式

数及び議決権数は次のとおりとなります。 

 

 効力発生前 効力発生後 

 ご所有株式数 議決権数 ご所有株式数 議決権数 端数株式 

例① 3,693 株 ３個 738 株 ７個 0.6 株 

例② 2,500 株 ２個 500 株 ５個 なし 

例③ 1,000 株 １個 200 株 ２個 なし 

例④ 981 株 なし 196 株 １個 0.2 株 

例⑤ 500 株 なし 100 株 １個  なし 

例⑥ 494 株 なし 98 株 なし 0.8 株 

例⑦ ２株 なし なし なし 0.4 株 

 
株式併合の結果、１株に満たない端数株式が生じた場合（上記の例①④⑥⑦のような場

合）は、すべての端数株式を当社が一括して処分し、その代金を端数が生じた株主様に対

し、端数株式の割合に応じてお支払いいたします。このお支払いに関するご案内につきま

しては、平成 29 年 12 月上旬頃に、株主様宛てにお送りすることを予定しております。 

なお、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増制度や買取制度をご利用いただく

ことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。具体的なお手続きに

ついては、株主様がお取引されている証券会社か、証券会社に口座を開設されていない場

合は後記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。 

 

Ｑ７．株式併合後でも、単元未満株式の買い増しや買い取りはしてもらえますか。 

 
 株式併合後においても、単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただけます。 

具体的なお手続きにつきましては、株主様がお取引されている証券会社か、証券会社に口

座を開設されていない場合は後記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。 
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Ｑ８．株主優待制度はどうなるのでしょうか。 

 
株主優待制度については、以下のとおり発行基準を変更いたします。当該基準について

は、平成 30 年 3 月末日の株主名簿に記録された株主様へのクーポン券等の発送分（同年

６月下旬予定）より適用いたします。 

 
◇株主優待発行基準                      （太字下線＿が変更箇所） 

保有株式数 株主優待内容 
 

 

現行 

 
 

変更後 

（１） （２） （３） 

ゴルフ場 

ご優待クーポン券 

(軽井沢高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部)

工事請負代金・ 

仲介手数料等割引ｸｰﾎﾟﾝ券 

簡易地震ﾘｽｸ

診断申込書 

保有継続期間 

３年未満 ３年以上 

1,000 株以上 

10,000 株未満 

100 株以上 

1,000 株未満 

Ａ券(2,000 円券)１枚 

Ｂ券(2,000 円券)１枚 

10,000 円券

  ３枚 

30,000 円券 

３枚 

― 

10,000 株以上 

 

1,000 株以上 

 

Ａ券(5,000 円券)１枚 

Ｂ券(5,000 円券)１枚 

30,000 円券

３枚 

50,000 円券 

３枚 

１枚 

  

＜ご利用方法等＞ 

（１）ゴルフ場ご優待クーポン券 

  ・ご利用可能施設：軽井沢高原ゴルフ倶楽部 http://www.karuizawa-kogen.com 

・クーポン有効期限： Ａ券・・・当年 8 月 1 日から 11 月下旬のご利用分まで 

Ｂ券・・・翌年 4 月上旬から 7 月 31 日のご利用分まで 

・１枚につきお一人様分のプレー代（１プレー）を割引きいたします。【土日祝祭日】 

・１枚につき１組（ 大４名）様全員分のプレー代（１プレー）を割引きいたします。【平日】 

※但し、宿泊を伴うご利用の場合は、１枚につき１組様全員分のプレー代（２プレー）を割引きいたし

ます。【平日】 

（２）工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券 

・以下の当社グループ会社にご注文いただいた代金（税込）の一部としてご利用になれます。 

大成建設ハウジング（株） ・・・工事請負代金（新築工事・リフォーム工事等） 

大成ユーレック（株）   ・・・工事請負代金（新築工事・リニューアル工事等） 

大成有楽不動産（株）   ・・・工事請負代金（リフォーム工事等） 

大成有楽不動産販売（株） ・・・仲介手数料（売買・賃貸）、工事請負代金（リフォーム工事等） 

・クーポン券のご利用枚数は、工事請負代金によって以下のとおりとなります。 

請負代金（税抜）  200,000 円以上 1,000,000 円未満    ・・・１枚利用可能 

請負代金（税抜）1,000,000 円以上 2,000,000 円未満    ・・・２枚利用可能 

請負代金（税抜）2,000,000 円以上            ・・・３枚利用可能 

・仲介手数料（売買・賃貸）でのご利用につきましても、手数料の額に応じて、 

上記工事請負代金における基準と同基準（但し、下限金額設定なし）で、複数枚ご利用いただけます。

（３）簡易地震リスク診断申込書 

・診断対象建物は、株主様もしくは株主様から 3 親等以内の親族名義（共有・区分所有を含む）の日本国

内にある物件に限らせていただきます。申込書１枚で建物１棟の簡易診断をお申込みいただけます。 

・本診断は、株主様がチェックシートにご記入された建物情報のみに基づき行う簡易診断であり、現地調

査や建物調査、図面に基づく耐震診断を行うものではありません。 
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Ｑ９．株主は何か手続きをする必要はありますか。 

 
特に必要なお手続きはございません。 

 
Ｑ10．今後の具体的なスケジュールを教えてください。 

 
次のとおり予定しております。 

平成 29 年 6 月 29 日    定時株主総会日 

平成 29 年 9 月 26 日    1,000 株単位での売買 終日 

平成 29 年 9 月 27 日    100 株単位での売買開始日 

平成 29 年 10 月 1 日    単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更の効力発生日 

平成 29 年 11 月上旬    株式割当通知の発送（予定） 

平成 29 年 12 月上旬頃 端数株式処分代金の支払開始（予定） 

 

 
 
【お問い合わせ先】 

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社 

同連絡先    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号 

電話 0120－288－324（フリーダイヤル） 

 受付期間    平日 9 時～17 時（土・日・祝日等を除く） 

 

以  上 

 


